
事業所の名称 株式会社阪栄マネージメント

事業所の所在地 大阪府大阪市北区天神橋2丁目4-17 千代田第一ビル

1．労働者派遣実績およびマージン率等

① 派遣労働者の数 （1日平均）

② 派遣先事業所数 （事業年度あたりの事業所数）

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額 （1日8時間当たり）

④ 派遣労働者の賃金の額の平均額 （1日8時間当たり）

⑤ マージン率 

2．キャリア形成支援制度に関する事項

キャリアコンサルティングの相談窓口 総務部

3．労働者派遣法第30条の4第1項に定める労使協定に関する事項

4．福利厚生に関する事項

年次有給休暇、産休・育休制度、労働保険、社会保険、定期健康診断、

インフルエンザ予防接種、各種資格取得支援制度、eラーニング 等

労使協定の締結の有無 締結している

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 全ての派遣労働者

労使協定の有効期間 2027年3月31日

新規採用者訓練 新規採用者 OFF-JT あり なし

職能別・階層別研修 全ての派遣労働者 OFF-JT あり なし

35.9%

06-6351-8384

教育訓練の種類 対象者 方法 賃金支給 費用負担

労働者派遣事業に係る情報提供
（対象期間：2025年1月1日～2025年12月31日）

14人

4カ所

34,472円

22,080円


